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日本赤十字活動資金に           
ご協力を

　毎年５月１日～６月３０日、全国一斉

に日本赤十字運動が実施されます。

　赤十字奉仕団、町会（自治会）をは

じめ多くの皆さんのご協力により、昨

年は約３６６万円の活動資金が集まりま

した。

　今年も人道的国際支援や災害時の備

蓄を充実させるため、活動資金へのご

協力をお願いします。

問い合わせ　地域福祉課（内線２８２）

 

行政書士無料相談

とき　５月２３日、午後１時３０分～４

時３０分　

ところ　レインボーホール（市民会館）

内容　相続・遺言、成年後見制度、内

容証明、離婚、不動産の賃貸借・売買

契約、各種許認可などに関する相談

申し込み　５月７日～、濵田さん（行

政書士会南大阪支部）〔(５０)１１１０〕（日

曜日を除く午前１０時～午後６時）へ

相　談

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

 

献血にご協力を

とき・ところ　５月１１日、午前１０時

～午後１時、午後２時～３

時＝伏山台小学校、３０日、

午前１０時～正午、午後１時

～４時３０分＝市役所

※献血を受けていただける条件など詳

しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２６１〕

福　祉

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）
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ほんわかカフェ in かがりの郷

　お茶を飲みながら、認知症について

相談したり、参加者同士で交流を楽し

んだりする同カフェを開催します。認知

症の人もぜひ一緒に参加してください。

とき　５月１５日、午後１時３０分～３時

ところ　かがりの郷１階デイルーム

定員　２０人（当日、直接会場へ）

参加費　１００円

問い合わせ　かがりの郷

認知症介護家族の交流会

とき　５月２２日、午後１時３０分～３

時３０分　ところ　保健センター３階

内容　認知症サポート医を交えた交流会

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している家族（認知症の人が市内在住

の場合も可）　※認知症の人もぜひ一

緒に参加してください。

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　５月７日～１７日に、高齢

介護課（内線１９６）へ（申し込み先着順）

整形外科医監修の                 
ロコトレ体操教室

　富田林医師会と市が協働で、ロコモ

ティブシンドローム（骨や関節、筋肉な

どに障がいが起こり、立つ・歩くなど日

常生活の動作に支障が出始めた状態）

を予防するための教室を開催します。

とき　５月２３日～７月１１日の毎週木曜

日、午後１時１５分～２時１５分（全８回）

ところ　児童館　

対象者　市内在住でおおむね６５歳以上

で、この教室に初めて参加する人　

定員　３０人　参加費　無料　

持ち物　上靴、タオル、飲み物

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　５月７日～１６日に、高齢

介護課（内線１９６）へ（申し込み先着順）

ながらストレッチ体操

　健康運動指導士より、何かをしなが

らでもできるストレッチ体操の方法を

学び、運動不足とストレスを解消しま

しょう。

とき　５月１７日～７月１９日の毎週金曜

日（６月１４日は除く）、午後７時～８時

（全９回）　

 

生活支援サービス従事者研修

　介護に関する資格がなくても、この

研修を受講し、市が指定する訪問介護

事業所に雇用されることで、掃除や買

い物などの生活支援を提供する仕事に

就くことができるようになります。

とき　６月３日～７月１日の毎週月曜

日、午後１時～４時１０分（全５回）

ところ　今城クリニック「ことほぎ」

（寿町二丁目４の３０）　

対象者　市内在住で、本市に住民登録

をしている人

定員　１５人　受講料　無料

申し込み　５月３日～３１日に、今

城クリニック花笑み〔(５５)３３５３〕へ

（申し込み多数の場合抽選）

認知症サポーター養成講座

　認知症の人やその家族を温かく見守

る応援者である「認知症サポーター」

を養成する講座を開催します。

とき　６月４日、午前１０時～１１時

ところ　市役所地下９０２会議室

内容　認知症の基礎知識、認知症の人

の心の理解と対応について

対象者　市内在住・在勤で認知症サ

ポーターになることを希望する人

定員　２０人　受講料　無料

申し込み　５月２８日までに、高齢介

護課（内線１９６）へ

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

認知症予防教室

とき　６月７日～２８日の毎週金曜日、

午前９時４５分～１１時４５分（全４回）

ところ　けあぱる

内容　認知症に関する講義、認知症予

防に効果的な運動や食事、音楽など

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　５月２８日までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

講座・催し
ところ　東公民館

対象者　市内在住・在勤・在学の人

定員　１０人　参加費　無料

持ち物　上靴、タオル、飲み物

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　５月９日～、東公民館へ

（申し込み先着順、電話申し込み可）

 

市立保育所アルバイト募集

勤務地　市立保育所

勤務日　月～土曜日、①午前７時～１０

時、②午前７時３０分～１０時３０分、③午

後３時３０分～６時３０分、④午後４時～

７時（午前のみ、午後のみの勤務も可。

勤務日数など応相談）

職種　保育士（大阪府地域限定保育士

を含む）　賃金　時給１２００円

※申し込み方法など詳しくは、お問い

合わせください。

問い合わせ　こども未来室（内線２９６）

学童クラブ指導員（補助員）
の登録を受け付け

　学童クラブでは、夏休み期間中の開

設時間延長に伴い、指導員（補助員）

の登録を受け付けています。

勤務地　市立小学校内学童クラブ

勤務時間　夏・冬・春休み期間中の月

～金曜日、午前８時～１０時３０分、午後

５時～７時　賃金　時給９７０円　

申し込み　６月１４日までに、こども

未来室に備え付けの申込用紙に必要事

項を記入し、写真を添えて、こども未

来室（内線２９７）へ

けあぱるアルバイト職員募集

職種　看護師、理学療法士、作業療法

士、介護福祉士、介護職員初任者研修

以上修了者（同等以上可）

募集人数　若干名

※勤務時間や業務内容など詳しくは、

お問い合わせください。

申し込み　休館日を除く午前９時～午

後５時に、履歴書（写真を貼ったもの）

に、資格証明書を添えて、けあぱる

総務課〔(２８)８６００〕へ

※試験日は、後日連絡します。

募　集
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ご存じですか？　　　　　　　
第１号被保険者への独自給付

　国民年金には、老齢・障がい・遺族

基礎年金の他、第１号被保険者の独自

給付として次の給付があります。

死亡一時金　

　第１号被保険者として保険料を３年

以上納めた人が、何の年金も受けずに

死亡した場合、生計を一にしていた遺

族（配偶者、子など）に支給されます。

　ただし、その遺族が遺族基礎年金を

受けられるときは支給されません。

◆死亡一時金の額

※付加保険料を納めた期間が３年以上

のときは、８５００円が加算されます。

寡婦年金　

　夫が亡くなったときに次の①～④の

要件を満たす妻に６０歳から６５歳になる

までの間、支給されます。

　ただし、寡婦年金を請求した場合は、

死亡一時金は請求できません。

①婚姻期間（内縁関係含む）が１０年以

上継続していた

②夫によって生計を維持されていた

③夫が死亡した月の前月までの第１号

被保険者としての保険料を納めた期間

と、免除された期間を合算して１０年以

上ある

④夫が障がい基礎年金や老齢基礎年金

を受けたことがない

◆寡婦年金の額

夫が受けられたであろう老齢基礎年金

の額の４分の３

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕、保険年金課（内線１５３、１５４）

国民年金
 

平成30年度の国民健康保険料
の納め忘れはありませんか

　６月には、今年度の国民健康保険料

が賦課されます。

　未納額が積み重なると納付しなけれ

ばならない金額が高額になるだけでな

く、差し押さえなどの滞納処分により

不利益が出る場合があります。

　平成３０年度の納め忘れは、５月中に

納付してください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５２、１５６）

 

看護フェア

とき　５月１８日、午前９時３０分～午

後０時３０分　

ところ　済生会富田林病院１階外来フ

ロア　※当日、送迎バスは運行してい

ません。

内容　睡眠健康指導士によるセミナー、

栄養補助食品の展示と試食、一次救命

処置のレクチャー、血糖測定や骨密度

の測定、助産師による育児相談会など

入場料　無料（当日、直接会場へ）

問い合わせ　同病院総務課〔(２９)１１２１〕

第20回がん診療アップデート

　「がん最前線」をテーマに、がん診療

に関わる情報を広く発信します。

とき　５月２５日、午後１時～４時（午

前１１時開場）

ところ　すばるホール２階ホール

内容　高濱　隆幸さん（近畿大学医学

部内科学腫瘍内科助教）による講演「ゲ

ノム医療について」、 生  稲 　
いく いな

 晃  子 さん
あき こ

（元おニャン子クラブ）による講演「５

度の手術を乗り越えて…今～右胸にあ

りがとう、そしてさようなら～」など

※がん相談支援コーナーと健康チェッ

クコーナーを午前１１時より開設します。

定員　８００人（当日、直接会場へ）

参加費　無料　

問い合わせ　大阪南医療センター

〔(５３)５７６１〕

国民健康保険

講座・催し

要約筆記技術養成講座

　聴覚に障がいがある人への情報保障

手段の一つである要約筆記の技術を学

び、その魅力にふれてみませんか。

とき　６月２日～７月２１日の毎週日曜

日（７月１４日は除く）、午後１時～３時

（全７回）

ところ　市ボランティアセンター（宮

甲田町２の３９）または総合福祉会館

定員　１０人　受講料　無料

持ち物　筆記用具

申し込み　５月７日～２０日に、市

社会福祉協議会〔(２５)８２００〕へ（申

し込み先着順、電話申し込み可）

点字パソコン講座

とき　６月３日～１７日の毎週月曜日、

午前１０時～１１時３０分（全３回）

ところ　市ボランティアセンター（宮

甲田町２の３９）

内容　パソコンを使っての点字入力や

校正、点字プリント、製本などを体験

対象者　福祉共育に興味があり、パソ

コンの基本操作ができる人

定員　１０人　受講料　無料

申し込み　５月７日～３１日に、市

社会福祉協議会〔(２５)８２００〕へ（申

し込み先着順、電話申し込み可）

手話奉仕員養成講座（入門）

とき　６月６日～１１月１４日の毎週木曜

日（８月１日、１５日は除く）、午後７時～

９時（全２２回）　

ところ　総合福祉会館

内容   厚生労働省のカリキュラムに

沿った講座

対象者　市内在住・在勤の高校生以上

の人で、受講後、市内で手話通訳者と

して活動する意志のある人、または市

内の手話サークル活動へ積極的に参加

できる人（未成年者の場合は、親の同

意が必要です）　

定員　２０人

受講料　無料（教材費など実費）

申し込み　５月７日～１９日に、総

合福祉会館へ（電話申し込み不可）　

※定員を超えた場合は２１日、午前１０

時に公開抽選し、結果は全員に郵送し

ます。

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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固定資産税・都市計画税の減免

　次の全ての要件に該当している場合

は、固定資産税・都市計画税の２分の

１が減免されます。減免を受けるため

には７月１日までに申請が必要で

す。

①納税義務者が今年１月１日現在、６５

歳以上の人、特別障がい者、寡婦、寡

夫のいずれかであること

②納税義務者および当該納税義務者と

生計を一にする人全員が、個人の住民

税均等割非課税の限度額以下の所得で

あること

③所有している固定資産が自己居住用

だけであり、居住家屋の延べ床面積が

７０平方以下であること

④固定資産税・都市計画税の年税額（土

地・家屋の合計）が５万円以下である

こと

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

税
軽自動車税の減免                 

対象者　

①身体障がい者手帳、療育手帳、戦傷

病者手帳、精神障がい者保健福祉手帳

の所持者で、軽自動車（原動機付自転

車を含む）の所有者　

※手帳所持者と同一世帯の人が所有す

る軽自動車や、手帳所持者だけで生活

する人が所有する軽自動車を常時介護

者が運転する場合も減免の対象です。

※減免が適用されるのは対象者１人に

つき１台です。すでに普通自動車など

で減免を受けている場合は対象外です。

②生活保護法の規定による生活扶助を

受けている人

届け出　５月３１日までに手帳（①に

該当する人）または生活保護受給証明

書（②に該当する人）、印鑑、運転免許

証、車検証（原動機付自転車は申告済

証）、納税通知書、納税義務者のマイナ

ンバーカードまたは通知カードおよび

本人確認書類を持参（代理で申請する

場合は申請者の本人確認書類も持参）

し、課税課または金剛連絡所へ

問い合わせ　課税課（内線１１０）

自動車税の納期限

○自動車税の納期限は５月３１日です

　納税通知書裏面に記載の金融機関、

府内の郵便局、コンビニエンスストア、

府税事務所などで納期限までに納めて

ください。また、パソコンやスマート

フォンを利用したクレジットカードで

の納付やペイジーでの納付が可能で

す。詳しくは、納税通知書に同封して

いる案内をご覧ください。

問い合わせ　府自動車税コールセンター

〔０５７０(０２０)１５６〕

固定資産税納税通知書を送付

　５月１日付で、平成３１年度固定資産

税・都市計画税の納税通知書を送付し

ました。同通知書の内容について分か

らないことがあるときは、課税課まで

お問い合わせください。

　課税内容について、よくいただく質

問を次のとおりＱ＆Ａにまとめまし

た。

Ｑ１　平成２７年に新築した住宅、また

は２５年に新築した３階建以上の耐火・

準耐火住宅の固定資産税が急に高く

なったのはなぜですか？

Ａ１　新築住宅に対して、減額制度が

設けられており、一定の要件に該当す

る場合、新たに固定資産税が課税され

ることとなった年度から３年度分（３

階建以上の耐火・準耐火住宅は５年度

分）に限り、１２０平方㍍までの居住部分

に相当する固定資産税（家屋分）の２

分の１が軽減されます。急に高くなっ

たのは、新築住宅に対する減額措置の

適用期間が終了したため、本来の税額

に戻ったからです。

Ｑ２　固定資産税は１月～１２月の税金

ですか？４月～３月の税金ですか？

Ａ２　固定資産税は、毎年１月１日の

所有者に対して、その年の４月１日か

ら始まる会計年度分の税として課税す

る年税です。いつからいつまでの期間

に対して課税するということは地方税

法には定められていません。従って、

売買時に固定資産税・都市計画税を月

割や日割で案分計算する場合の起点日

は、売主と買主の間で話し合って決め

てください。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

２５

※広告の問い合わせは、合同会社ＩＭ総合企画〔０７２(２７５)５４４９・０７２(２７５)５４５９〕へ。
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